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成長戦略としての
ダイバーシティ

急速に変化するビジネス環境の中で、企業が直面する経営課
題も複雑化し、多様化しています。そのような環境において持
続的な成長を実現するためには、従来の枠組みにとらわれず、
新たな視点で経営戦略等を再考することが求められます。
そこで、「成長戦略としてのダイバーシティ」というテーマのもと、
大津市長を経て、現在では弁護士として、また女性役員を育
成・紹介する企業の経営者として活躍している越直美弁護士に、
取締役会という意思決定現場の多様化の現状や社外役員とし
て求められる資質等についてお話しいただきました。

Koshi Naomi

越 直美 （55期）

【略歴】
2002年　西村あさひ法律事務所（～2011年）
2012年　大津市長（～2020年）
2020年　三浦法律事務所パートナー
2021年　OnBoard株式会社CEO
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理由の1つとして言われたのが、当時30代半ば
だった私が若すぎるということでした。もう1つ
は、私は弁護士の経験しかなく、政治や行政の経
験がないということでした。

そのようなことを言われて、1~2年ほど立候補
するか迷っていた時期に、友人が「自分にしかで
きないことをやるべきだ」という言葉をかけてく
れました。それを聞いて私は、むしろ若いからこ
そ若い人の目線でできることがあるんじゃない
か、女性だからこそ女性の目線でできること、そ
して経験がないからこそ市民目線でできることが
あるのではないかと思い選挙に出ることを決めま
した。

その後、いろいろな方が応援をしてくださるよ
うになり、大津市長選挙に当選し、2012年から
2期8年間、市長を務めました。

市長と議員の仕事の一番の違いは、市長は執行
権があるので、自分が市民に約束したことについ
て予算を作って、それを議会に提出し承認を受け
て執行できるということです。そのように、決め
たことを実行し責任を取ることが、市長の仕事で
あると思っています。

市長として1

私は滋賀県大津市で育ちました。西村あさひ法
律事務所ではM&Aに携わり、2009年にハーバー
ド大学ロースクールを卒業した後、ニューヨーク
の デ ビ ボ イ ス ＆ プ リ ン プ ト ン (Debevoise & 
Plimpton)という法律事務所におりました。

このニューヨークの事務所に行ったときに人生
を変える出来事がありました。それは2009年当
時、アメリカ人の男性弁護士が育休を取る場面に
遭遇したことです。今では日本でも男性が育休を
取ることが当たり前になっていると思いますが、
当時、私の周りでは企業でもそのような人がいな
かったので、大変驚きました。

他方、当時、日本では6割近い女性が第一子出
産後に仕事を辞めており、女性が仕事と子育てを
両立したいと思ってもなかなか難しい状況でもあ
りました。その一番の原因は、保育園が足りない
ということだったので、保育園を増やしたいと思
いました。保育園を増やす権限というのは、国や
県ではなくて市にあり、私が大津市出身だったこ
ともあって、「大津市で保育園を作ろう」、そのた
めに市長になろうと決意しました。その後、アメ
リカにいながら、「保育園を作りたいので市長に
なりたいです。そのことによって人口を増やした
いです」ということを手紙に書いて、いろいろな
人に送り、市長選に出ることを決めました。

私が知る限り、勧誘をされて選挙に出るという
人が多い中、私は誰かに誘われたわけでもなく自
ら立候補しようと思いました。ただ、市長になり
たいという手紙を各所に送った後、すぐに応援し
てくれたかというと決してそうではなく、むしろ
否定的なことを言われる方が多かったです。その

成長戦略としての
ダイバーシティ

これまでの歩み第 1
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日本の現状と私が思う
ダイバーシティの意味1

　　
日本全体のジェンダーギャップは、特に政治と

経済の分野で他国に後れを取っています。 図1

私が市長として、保育園を作ろうとか、そのた
めに他の予算を削減しないといけないという話を

市の職員と協議したとき、年上の男性職員たちか
ら反発を受けたことがありました。私は、当時は、
自分が年下の女性だから反発されるのかなと思っ
ていましたが、今振り返って考えると、本当の理
由はそうではないと思っています。私は、市の人
口が減少していた中で子育てに予算を使って人口
を増やす努力をすると同時に、他の予算を削減す
るということをしていました。

女性が自由に選択できる
社会を2

私はもともと保育園を作ろうと思って市長にな
りましたが、「女性が自由に選択できる社会」を
作りたい、仕事と子育ての二者択一ではなく、仕
事も子育ても自由に選べる社会にしたいと思って
いました。2期8年間の任期中に保育園などを54
園（約3000人分）作りました。待機児童は就任
4年目で0になり、その後、5歳までの子を持っ
てフルタイムで働く女性が70％増えました。さ
らに、それまでは女性が出産後に仕事を辞めると
いう、いわゆるM字カーブがありましたが、それ
がなくなりました。また、減少していた大津市の
人口も増加に転じました。

この増加は、大津市に転入する人が増えたとい
う社会増でしたが、アンケートを取ったところ、
子育て環境が充実してい
るとの理由で小さな子を
持つ30代の夫婦などが
転入してきていることな
どが分かりました。

マイナスのパイを
切り分ける3

私は8年間市長を務め、人口減少時代における
市長の役割は、「マイナスのパイを切り分ける」
ことだと思っています。これはどういうことかと
いうと、日本全体でも自治体でも人口が増えてい
た時代の行政や市長の役割は、「おいしいパイを
市民の皆さんに切り分けること」でした。例えば、
この地域に新しい学校を作りましょうとか、この
地域に新しい道路を造りましょうというのが自治
体の仕事でした。でも、人口が減る中では、この
地域の施設をなくします、今まであった補助金を
なくしますといった、逆のことをやらなければ、
財政も持たないし将来に負担を残します。これは
決して楽しい仕事ではありせんが、マイナスのパ
イを切り分けることは、避けては通れないことだ
と思っています。

これまで述べた話の続きは私の著書※に書いて
いますので、ご興味がある方はご覧いただければ
と思います。

※ 越直美（2021）『公民連携まちづくりの実践　公共資産の活用とスマートシティ』学芸出版社

ダイバーシティ第 2
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例えば、高齢者に対する敬老祝い金などの補助
金の廃止や施設の統廃合を進めました。そういっ
た、それまでの市のやり方を変えることに対する
反発だったと思っています。職員からは、「市長
が自分たちのやり方に合わせるべきだ」と言われ
ました。

市役所は終身雇用、年功序列の組織であり、私
が直接仕事をしていたのは年上の男性が多数でし
た。50代の職員が市役所に入所した当時は、「お
いしいパイを切り分ける」時代、すなわち大津市
でも人口が増え続けていた時代だったので、どん
どん新しい施設を造ったり、新しい補助金を作っ
たりということができました。

人口が減っている時代においては同じことはで
きません。しかし、同じ組織にいると、外の世界
の変化が見えにくくなり、それと同時に、やり方
を変えにくくなるということに気付きました。こ
れは決して市役所だけで起こっていることではな
いと思います。日本には終身雇用や年功序列が
残っている企業もありますが、そうするとやはり

外の世界の変化が見えに
くくなるのではないで
しょうか。今は失われた
30年とも言われますが、
日本企業がイノベーショ
ンを起こすことができな
かった背景の1つに、意
思決定の多様化、すなわ
ち、外の価値観や違う意
見を取り入れたりするこ
とが、あまりできていな
かったことにあるのでは
と思っています。

私は、2021年 に 松 澤
香 弁 護 士 と と も に
OnBoard株式会社（以
下OnBoard社）を設立
し、社外取締役や社外監
査役を育成し、企業に紹

介する事業を行っています。OnBoard社は、「ダ
イバーシティは成長戦略」をモットーにしていま
す。なぜなら、成長していくためにこそ、意思決
定のダイバーシティが必要だと考えているからで
す。

企業における2023年の3つの
大きな出来事について2

（1）議決権行使助言基準
代 表 的 な 議 決 権 行 使 助 言 会 社 で あ る ISS

（Institutional Shareholder Services Inc.） が、
日本でも女性の取締役が1人もいない場合は、経
営トップである取締役に対して反対推奨をする基
準を導入しました。アメリカでは2021年からこ
の基準が適用されており、日本ではしばらく適用
されていませんでしたが、2023年からついに適
用されるようになりました。

図1 Global Gender Gap Report 2024

（出所）内閣府男女共同参画局HP「男女共同参画に関する国際的な指数」
https://www.gender.go.jp/international/int_syogaikoku/int_shihyo/index.html

146か国中118位
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（2）�議決権行使基準の
適用対象の拡大

2023 年 3 月、 キ ヤ
ノン株式会社の株主総
会における御手洗冨士
夫 CEO の 賛 成 率 が
50.59%となり、あと
1%低かったら否決さ
れていたという出来事
がありました。これは、
2023年を象徴する大
きな出来事の1つです
が、その原因は、取締
役選任議案の中に女性
の候補者がいなかった
からです。

いろいろな企業の経
営者とお話ししてきた
中で、これまでは議決権行
使基準の変更によって、女性候補者がいない
場合に賛成率が下がっているという共通理解
はありましたが、それが本当に否決されるか
もしれないという危機感に変わったことを感
じます。これ以降、OnBoard社においても、
投資家目線で女性の役員を入れたいという企
業からの依頼が増えてきました。

（3）政府方針と東証規制
2023年に、政府から女性版骨太の方針が

示されました。また、それを受けて東証の上
場規程が一部改正されて、2030年にプライ
ム市場の上場企業において女性役員比率
30％以上を目指すとされました。これは、義
務ではありませんが、今から「女性役員比率
を30％以上にする」と取り組んでいる企業
が多いと感じます。

図2 女性取締役と株式パフォーマンス（世界）

（出所）Credit Suisse （2019年10月） “The CS Gender 3000 in 2019: Women on boards”
Source: Credit Suisse Research, MSCI ACWI, Thomson Reuters

2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018 	 2019

図　Share-price performance of women on boards – no women vs. more than 1　　
　　女性取締役の株式パフォーマンス -女性取締役を1人も有しない企業 vs 1人以上有する企業

女性取締役を1人以上有する企業

女性取締役を1人も有しない企業

リーマンショック

図3 女性役員と株価の関係

年間株価上昇率

（出所）『立命館産業社会論集』（第55第4号）女性役員登用の国際比較および女性役員と企業
業績・株価の関係（大野威） 13頁　　色部分は講演者付加　　（注）基準は3月末
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おける各市場の女性役員の割合を見ると、プライ
ム市場は16％なのに対し、スタンダード市場と
グロース市場は低い割合になっています。 図5

プライム上場企業については2030年までに女性
役員の割合を30％以上にすることを政府と東証
が求めていますので、それに向けて女性役員を増
やしている状況です。

重要なのは 図6 のグラフです。プライム市場
上場企業において、全役員のうち、男性の社内役
員の割合が52.3%で、社外役員は34.3％であり、
社内役員が多い状況です。

一方で女性の場合は、社外役員が11.7%に対し
て、社内役員は1.7％にすぎず、女性役員の多く
は社外役員です。なぜこうなっているかというと、
多くの上場企業で社内を見たときには、執行役員
に女性が数名しかいなかったり、 1人もいなかっ
たりする場合もあるためです。そうした場合、女
性の取締役を社内からすぐに登用するというのは
難しく、女性の社外役員を選任しているという現
状があります。

この現状について、性別を問わず社外役員が増

なぜ機関投資家は
女性役員を求めるのか3

機関投資家がなぜ女性役員を求めるのかという
と、そのことが企業価値を上げると考えているか
らです。

女性役員が1人もいない会社と1人以上いる会
社を比べると、女性役員がいた方が株式パフォー
マンスが良いという国際的な統計があります。

図2 また、日本において一定の割合以上の女性役
員がいると、株価に影響を与えるという研究もあ
ります。 図3

女性役員の現状4

2024年6月の株主総会終了後の上場会社の女
性役員の割合は12.5％です。 図4 さらに東証に

図4 全上場会社の女性役員

出典：東洋経済新報社『役員四季報2025年版』
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えるということは、コーポ
レートガバナンスの観点から
は良いことだと考えていま
す。ただ、社外には女性がい
るけれども、業務執行の側に
女性が少ないので、増やす必
要があると思っています。

属性について、女性役員に
限った場合、ビジネスバック
グラウンドの人が約半数で、
弁護士はおよそ4分の1です。

図7

また、女性の役員や管理職
の比率は、女性社員の数に比
例しています。ですので、男
性が多い業種では、女性社員
が少ないため女性の管理職も
役員も少ないです。そのよう
な現状を踏まえ、女性管理職
や役員の比率が低いからただ
ちに問題であるということで
はなく、女性社員の数にどれ
ぐらい比例しているかという
ところも見ていく必要がある
と思っています。

図6 社内役員 vs 社外役員

調査対象：�2023年7月31日時点の
東京証券取引所プライ
ム市場上場企業

内閣府『プライム市場上場企業に
おける女性役員の登用状況』を基
に作成

図5 各市場の女性役員割合

OnBoard株式会社調べ（2024年7月31日時点）

政府と東証は、2030年までにプライム上場企業の女性役員30%以上を目指すとしています。

図7 女性役員の属性

OnBoard株式会社調べ（2024年7月31日時点）

入社前歴または兼務先
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選ばれる社外役員になるには第 3

2 取締役と監査役・監査等委
員取締役の実務上の差異

取締役であっても監査役であっても取締役会や
監査役会に出席して意見を述べるというのが一番
重要な役割です。今は、監査等委員会設置会社も
増えています。

プライム市場の上場会社では会社からの事前説
明があることが多いです。限られた時間で開催さ
れる取締役会において自分が理解してないことに
よって、他の役員の時間を使うのは非常にもった
いないことなので、議題について事前に説明を受
けて十分に理解しておくことが重要です。

自分だけが知識が及んでいなくて分からないこ
とは事前説明で聞くべきですが、一方で、事前説
明の場というのは、通常、事務局のみで、社長は
出席していません。そのため、自分だけではなく
株主から見ても分からないと思われることがあれ
ば、社長や他の執行の取締役がいるときに発言す
る方がいい場合もあります。そういったことを区
別して、取締役会の限られた時間の中でどこまで
意味のある発言ができるかというのは難しいです
が、重要なところだと思います。

社外取締役の選任プロセスにおいて、最近は、
指名報酬委員会の委員である社外取締役が面接を
行い、次の取締役を誰にするかを指名報酬委員会
で実質的に決めるという会社があります。これは、
指名報酬委員会の実効性という観点からは良いこ
とですが、社外取締役の負担も増えてきています。

さらには懇談会や協議会など、呼び方はいろい
ろですが、取締役会の前後に、よりフランクに議
論する場を設ける会社が増えています。取締役会
で議論する法定の決議事項以外に、中長期の成長
戦略などについて、より実質的な内容の議論をす

求められる人材1

コーポレートガバナンス・コードでは、上場企
業に対し、取締役会の実効性確保のための前提条
件として、知識・経験・能力のバランスと多様性
を備えることが求められ、スキルマトリックスな
どを開示すべきであるとされています。最近は、
株主総会の招集通知にスキルマトリックスが記載
されていることが多いです。例えば、弁護士の社
外取締役の場合は、「法律」のところにチェック
が入るわけです。ですので、ダイバーシティといっ
たときに、ジェンダーもありますけれども、多様
なスキルや経験がある方が入って議論をするとい
うことが非常に大事です。ボード（取締役会）に
おける弁護士の役割として企業が期待すること
は、法律に関することが問題になったり、議題の
中で他の役員が気付いていないような法的リスク
があるときに指摘してほしいということがありま
す。取締役と監査役の中で、弁護士が1人という
場合が多いので、法律的な事項に関する最後の砦
として非常に大きな役割を担っていると思いま
す。

例えば、大規模なM&Aにおける法律的なリス
クをチェックすることもあれば、不祥事が発生し
た際にその不正調査や再発防止をどのようにして
いくか判断するときには、弁護士の役割は非常に
大きいと言えます。また、買収提案がされたといっ
た有事の際にも、弁護士の役割は非常に大きいと
考えます。
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3 上場前スタートアップ企業 　

OnBoard社において、社外取締役や社外監査
役を紹介してほしいという依頼を多くいただくの
は、プライム市場上場企業か上場前のスタート
アップ企業です。上場前のスタートアップ企業の
多くはその後グロース市場に上場します。グロー
ス市場に上場する場合は、2030年までに女性役
員の比率を30％以上とすることを目指すという
東証の上場規程は適用されないのですが、女性役
員を入れようという会社は多いです。

上場会社の場合は、既に仕組みができており、
事務局機能もしっかりしているので、弁護士が社
外役員に就任した場合、主に法律の専門家として
の監督機能を担うという役割がはっきりしていま
す。

他方、上場前のスタートアップ企業というのは、
上場に向けて会社の中の仕組みを作っていく段階
にあるので、上場会社のような確立した体制や制
度がないこともあります。でも、IPOに向けて会
社の役員や社員が頑張っているところに社外役員
として関われるというのは、非常にやりがいがあ
ることだろうなと思います。

4 今求められる上場前スタート
アップ企業の常勤監査役

上場会社においては社内の方が常勤監査役にな
る場合が多いですが、スタートアップにおいては、
そもそも社内にそんなに人がいないので、外部か
ら常勤監査役を選任することが多いです。

従来は、上場会社で監査などに携わっていた方
が、退職後にスタートアップの常勤監査役になる
ということが多かったのですが、最近増えてきて
いるのが、女性の公認会計士が就任するケースで

る場を設けるということです。そのほかにも、工
場などの現場を見学する場合もあります。

ここで、海外の機関投資家がボードについてど
のような期待をしているかについて、少しお話し
たいと思います。アメリカの例になりますが、私
は2024年の夏にアメリカのボードメンバーが集
まる勉強会に参加しました。

アメリカの場合は、年4回程度しか取締役会を
開催しませんが、その1回がとても長く、一日中
だったり、年に1回ぐらいは宿泊をともない2日
間にわたって開催されたりもします。そこでは、
戦略について最も多くの時間を使って議論してい
ます。日本も法律上は年4回でも構わないのです
が、日本企業の取締役会は、だいたい毎月開催さ
れて、月次決算の報告があります。アメリカでも、
もちろん売上げ、利益、株価などの議論を行いま
すが、月単位の話ではなく、3年や5年といった、
もっと長いスパンで会社を見たときに、どういう
方向に会社が進むべきか、例えば、ポートフォリ
オの組み換えや、成長する分野に会社の資源を振
り分けるべきだということを話し合います。そう
いう話は、2時間程度の取締役会で様々な議題が
ある中で、議論を深めるのは難しいです。日々や
月次単位の執行というものは、CEOやCFOに任
せてしまって、むしろボードは、より中長期的な
観点で成長戦略を考えるべきだというのが、少な
くともアメリカのボードの在り方であり、アメリ
カの投資家が期待していることと言えます。

日本でも、「アドバイザリーボード」や「モニ
タリングボード」というボードの役割についての
議論がされます。取締役の業務執行の監督は、取
締役会の本来の役割ですが、日本におけるボード
について、今後さらに期待されている役割は、監
督するだけではなくて、より中長期の戦略を考え
るというところかと思います。
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（2）サーチファーム
一方で、社長や役員の知り合いがたくさんいる

という方はそんなに多くはないと思いますので、
その場合には私たちのようなサーチファームを
使っていただければと思います。

6 要件

（1）客観的要件
企業からご依頼を受ける場合、まず大きく分け

て、ビジネスバックグラウンド、弁護士、会計士、
学者などの業種をお聞きします。弁護士の場合は、
弁護士の役員が退任するので弁護士を紹介してほ
しいとか、弁護士が今l人もいないので弁護士で
お願いしますと言われることが多いです。

弁護士の場合、企業法務やガバナンスに詳しい
という以外は要件になっていないことも多いで
す。もっとも、金融や製薬など、規制業種の場合は、
その業界の経験が求められることもあります。ま
た、M&Aや知財など特定の分野に詳しい弁護士
を探していることもあります。

また、英語は必要ですかと聞かれることもあり
ますが、今、日本企業の中で取締役会を英語で開
催しているところはほとんどないのでそれほど気
にされる必要はないかと思います。他方、数は多
くはないですが、英語ができる人という依頼があ
る場合は、例えば、海外子会社がある企業の監査
役として、子会社に対するインタビューを英語で
行う必要があるようなケースです。このような場
合は、ビジネスレベルの英語力が必要となります。

（2）主観的要件
会社は面接において候補者との相性を見ていま

す。会社のカルチャーと候補者との相性なので、
お互いが合うか合わないかということが重要にな
ります。そのため、ある会社に合わない方でも、

す。実際ご紹介をしていると、公認会計士という
専門性を持った方を求めるスタートアップが多い
と感じます。

また最近、弁護士が常勤監査役に就任すること
も増えています。弁護士の皆さまによく聞かれる
のは、会計の知識がなくても常勤監査役はできる
んですかということです。この点、スタートアッ
プの常勤監査役の経験のある弁護士からは、上場
前の段階になると監査法人が入ったり、内部でも
会計担当がいたりするので、法的な観点からしっ
かりと意見を述べることができれば、むしろ弁護
士は常勤監査役に向いていると聞きます。

5 社外役員になるまでの
具体的ステップ

（1）ネットワーク・紹介
ネットワークにはどういうものがあるかという

と、社長や他の役員と知り合いであるとか、企業
に招かれて講演を行い、そこで「この人は良い」
と言われて声が掛かるなどの場合があります。ま
た、会社が社外役員を探すときに、良さそうだな
という人がいても、いきなり社外役員になっても
らうのは不安なので、まずは講演やセミナーを
やってもらって、良ければ社外役員を頼もうとい
う場合もあると聞きます。それ以外に、当該企業
の他の委員会、例えばサステナビリティや女性活
躍の委員会にいる方で、そこで良い発言をされて
いるということで社外役員になるというケースも
あります。

また、弁護士が社外役員に就任する際に多いパ
ターンは、ある会社の社外役員をつとめる弁護士
が退任する際に、会社から「次の人を紹介してく
ださい」と言われるというものです。これは、会
社側からすると、弁護士の専門性や人柄はなかな
か分かりにくいので、退任する弁護士に紹介して
もらうものです。
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いるので、しばらく社外役員を務めるとその会社
が上場し、上場会社の役員としての経験が積める
ことになります。そうなると、その後上場会社の
社外役員にも選ばれやすくなります。また、スター
トアップ企業の社外役員は、先に述べたとおり、
企業のIPOに関われるということで、それ自体、
非常にやりがいがあると思います。

役員を兼任する際の
ポイント9

何社ぐらい兼任できるかという質問を受けるこ
とがあります。機関投資家の議決権行使基準では、
5社以上で反対票が入ることがあることから、一
般的には、4社までと言われています。

ただ、最近は、企業から「自社を入れて3社ま
での人にしてください」と言われることが増えて
きています。取締役会や監査役会以外の協議や指
名報酬委員会など、社外役員の業務が増えている
ことが背景にあります。兼業の数が厳しくなって
きているということは、新たに就任したい方にも
チャンスがあるということでもあります。

また、弁護士の場合、所属事務所によって事務
所の承認が必要な場合もあれば、コンフリクト
チェックさえクリアすればいいなど、条件が異な
ると思います。さらに、他社の社外役員に就任し
ている場合は、その企業からも兼業許可を得るこ
とは必須です。後になって、兼業不可となってし
まうと、就任する予定であった会社のスケジュー
ルが狂ってきますので、兼業許可をしっかり取る
ことは非常に重要です。

なお、在任期間については、社外取締役の平均
は6年程度です。

別の会社には合うということもあります。

近年要注意な
追加的選定プロセス7

上場会社の場合、最初に人事担当の役員による
面接の後、社長による面接がされて、実質決まる
というのがこれまでは多かったと思います。しか
し、最近では、社長面接の後に指名報酬委員会の
面接があったり、最初から指名報酬委員会が面接
したり、指名報酬委員会が複数人候補から選ぶな
ど、年々指名報酬委員会の実質的な権限が大きく
なってきています。

上場前のスタートアップ企業の場合は、ベン
チャーキャピタルなどの株主から派遣されている
社外取締役が面接をすることがあります。

役員に就任する際の
決め手・候補者の戦略8

まず、自分の専門性が生かせるかとか、会社の
事業や理念に共感できるかというところが重要だ
と思います。

上場企業の場合、他の上場企業の役員経験を要
件にしていることがあります。したがって、弁護
士として同じ経験年数や同じ専門性があり、社外
役員の経験がある人とない人がいた場合は、経験
がある人が選ばれることが多いです。

これを候補者から見た場合、なかなか１社目の
社外役員になることが難しいことがあり、「1社目
の壁」と呼んでいます。では、1社目の壁を超え
るにはどうすればいいかというと、例えば、まず
は上場前のスタートアップの社外役員をやるとい
うのはあるかなと思います。社外役員を選任する
スタートアップ企業は、上場することを予定して
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会社との信頼関係の構築が非常にうまいなと思
う方は、まずは会社の話をしっかり聞き、会社の
実態や事業のことをしっかり勉強して理解をされ
ている。その上で、取締役会以外でも社長や他の
社外役員などと積極的にコミュニケーションを取
る機会を作っています。

取締役会では非常に重い議案や反対するか迷う
議案について審議することもあると思いますが、
そういうときにこそ社外役員同士でもしっかり話
して、コミュニケーションを取ることが重要にな
ります。

加えて、とても大事なのは、常勤監査役とのコ
ミュニケーションです。社外取締役というのは、
すべてのボードメンバーの中で一番会社側の情報
量が少ないわけです。社外監査役は監査に関わる
ので、社外取締役よりは情報量が多いですが、常
勤ではなく、情報量は限られます。その点、常勤
監査役は、会社の様々な情報や実態を知っていて、
かつ業務執行側とは違う角度から分析をされてい
ます。常勤監査役は監査の要ですので、そういっ
た常勤監査役も含めたコミュニケーションを取る
ことはすごく大事です。重要なのは、信頼関係を
作っておいた上で、厳しい正論を言うことです。
そうすると、厳しいことを言っても、会社は「あ
の人が言っていることなんだから」と聞いてくれ
るし、本当に会社が変わっていくきっかけになる
と思います。�

選ばれる社外役員とは10

まずしっかりと正論を言うということです。こ
れは当たり前で、特に弁護士は、正論を言うこと
には慣れていると思いますし、向いていると思い
ます。

もう1つ大切なのは、会社との信頼関係を作る
ことです。信頼関係をしっかり作ることができる
方は、社外役員として活躍して会社に貢献されて
いると思います。

他方、会社との信頼関係がなく、会社の実態を
理解できていないと、会社は「この人は正論ばっ
かり言って会社のことを全然理解してくれない」
となり、社外役員としても「いろいろ言っても会
社は全然聞いてくれない」となって、1~2年で辞
めてしまう場合もあります。

正論を言っても、会社が何も変わらなければ、
結局会社には貢献できていないし、またその人に
とっても1~2年で辞めるというのは、後から経
歴を見たときに、「これは何かあったんじゃない
か」と思われてしまいます。それが例えば「会社
が非上場化したので辞めました」となれば、問題
ありませんが、「会社との関係がうまくいかなく
て辞めました」となると、なかなか次が難しくな
るということもあります。


